
軽 井 沢 オ ー プ ン ド ア ス ク ー ル 改 修 工 事 実 施 設 計 委 託  

に 係 る 審 査 委 員 会 設 置 要 領  

 

 （ 設 置 ）  

第 １ 条  軽 井 沢 オ ー プ ン ド ア ス ク ー ル 改 修 工 事 実 施 設 計 委 託 に 係

る 審 査 事 業 を 実 施 す る に 当 た り 、そ の 契 約 の 相 手 方 を 参 加 者 か ら

プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に よ り 決 定 す る こ と に 対 し 、厳 正 か つ 公 正 に 行

う た め 、軽 井 沢 オ ー プ ン ド ア ス ク ー ル 改 修 工 事 実 施 設 計 委 託 に 係

る 審 査 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。） を 設 置 す る 。  

 （ 所 掌 事 務 ）  

第 ２ 条  委 員 会 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 処 理 す る 。  

⑴  公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル を 実 施 す る た め の 募 集 要 領 に 関 す る こ  

と 。  

⑵  企 画 提 案 者 等 の 審 査 及 び 契 約 候 補 者 の 決 定 に 関 す る こ と 。  

⑶  そ の 他 必 要 な 事 項 。  

 （ 組 織 等 ）  

第 ３ 条  委 員 会 の 委 員 は 、 教 育 長 を 委 員 長 と し 、 以 下 の 者 か ら 選

任 す る 。  

２  委 員 長 は 、 委 員 会 を 代 表 し 、 委 員 会 の 事 務 を 総 理 す る 。  

３  委 員 長 に 事 故 が あ る と き は 、 委 員 長 が あ ら か じ め 指 定 す る 委

員 が そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

 ⑴  教 育 長  

 ⑵  こ ど も 教 育 課 長  

 ⑶  地 域 整 備 課 計 画 設 計 係 長  

 ⑷  こ ど も 教 育 課 学 校 教 育 係 教 育 支 援 セ ン タ ー 職 員  

 ⑸  軽 井 沢 高 等 学 校 長 ま た は 教 頭  

 ⑹  軽 井 沢 中 学 校 長 ま た は 教 頭  

 ⑺  軽 井 沢 西 部 小 学 校 長 ま た は 教 頭  

 

 （ 会 議 ）  

第 ４ 条  委 員 会 の 会 議 は 、 委 員 長 が 招 集 す る 。  



２  委 員 会 は 、 委 員 長 及 び 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 会 議 を

開 く こ と が で き な い 。  

 （ 意 見 の 聴 取 ）  

第 ５ 条  委 員 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、 委 員 以 外 の 者 を

委 員 会 に 出 席 さ せ 、 そ の 意 見 を 聴 き 、 又 は 委 員 以 外 の 者 に 資 料

の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

 （ 庶 務 ）  

第 ６ 条  委 員 会 の 庶 務 は 、 教 育 委 員 会 こ ど も 教 育 課 軽 井 沢 高 校 ・ 教

育 魅 力 化 推 進 係 に お い て 処 理 す る 。  

（ 委 任 ）  

第 ７ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 領 の 施 行 に 関 し 必

要 な 事 項 は 、 委 員 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 領 は 、 令 和 ７ 年 12月 12日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 


